
 

 

公益信託現況調査結果 

 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 ７ 日  

総務省大臣官房総務課管理室  

 

令和元年12月１日現在で設定されていた全ての公益信託（国所管の公益信託（地方

支分部局の所管分を含む。）並びに都道府県知事所管の公益信託及び都道府県教育委

員会所管の公益信託）を対象として、同日現在における状況の調査結果を取りまとめ

たものである。 
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１ 公益信託制度の概要 

 

(1) 公益信託とは 

公益信託とは、委託者が、一定の公益目的のため、受託者に対してその財産を移転し、

受託者をしてその公益目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的

を実現しようとする制度である。 

公益信託ニ関スル法律（大正11年法律第62号。以下「公益信託法」という。）第１条で、

公益信託は、信託法（平成18年法律第108号）第258条に規定する受益者の定めのない信

託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするもので主務官庁によ

る許可を受けたものをいうとされている。 

※ 信託法と公益信託法 

公益信託法は、公益信託に係る特則を定める信託法の特別法になる。公益信託にも

受益者の定めのない信託に適用される信託法の規定が適用されるが、公益信託法に特

則が定められている場合はそれが優先して適用される。なお、公益信託でない受益者

の定めのない信託は、平成18年の信託法改正により新たに認められることになった。 

 

(2) 公益信託の仕組み 

公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産を信託する信託契

約を締結することにより、又は委託者の遺言により、信託の法律関係をつくり（信託法

第２条、第３条及び第258条）、これについて受託者が主務官庁の許可を受けることによ

って効力を生じる（公益信託法第２条）。 

公益信託は、主務官庁の監督に属し（公益信託法第３条）、受託者は信託行為の定める

ところに従って、自己の名で信託財産を管理又は処分して公益事業（授益行為）を営む。

信託財産は受託者に移転されるが、受託者の固有財産とは区別される（信託法第16条か

ら第25条まで及び第34条）。 

受託者は、その事務処理について善管注意義務（信託法第29条）や忠実義務（信託法

第30条）等を負い、信託財産に関してその任務に違反する行為をした場合には損失てん

補等をしなければならない（信託法第40条）。 

 

(3) 公益信託に関する統一的な基準 

公益信託に関する統一的な基準として、「公益信託の引受け許可審査基準等について」

（平成６年９月13日公益法人等指導監督連絡会議決定。以下「許可審査基準」という。）

〔参考１〕があり、所管官庁においては、この基準にのっとった許可等を行うこととさ

れている。 

※ 主務官庁と所管官庁 

公益信託法においては、政令の定めるところにより、主務官庁の権限の全部又は一

部を国に所属する行政庁に委任することができ（第10条）、また、主務官庁の権限に属

する事務の全部又は一部を都道府県の知事その他の執行機関が処理することとするこ

とができる（第11条第１項）とされている。 
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これらの規定に基づき定められた政令（公益信託に係る主務官庁の権限に属する事

務の処理等に関する政令（平成４年政令第162号））により主務官庁の権限を委任され

た「国の地方支分部局」並びに主務官庁の権限に属する事務を処理することとされた

「都道府県知事」及び「都道府県教育委員会（以下「都道府県教委」という。）」も公

益信託の許可等に係る事務を行うことになり、公益信託法に規定する主務官庁である

「本府省」を含めて、「所管官庁」と呼んでいる。 

また、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たりよるべき基

準を定めることができるとされており（公益信託法第11条第２項）、許可審査基準がそ

れに当たるものとして告示されている（同条第３項）〔参考２〕。 

 

(4) 公益信託の税制 

公益信託に財産を拠出した場合の税制としては以下のものがある。 

・ 法人が特定公益信託（注１）の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされ

る（法人税法（昭和40年法律第34号）第37条第６項）。 

・ さらに、認定特定公益信託（注２）の信託財産とするために支出した金銭は、特定公益

増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金控除等の優遇措置の対象とされる（所得税

法（昭和40年法律第33号）第78条第３項又は法人税法第37条第６項の規定により読み

替えられた同条第４項）。 

（注１）特定公益信託とは、公益信託のうち、信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る

信託の委託者に帰属しないこと等一定の事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が

信託銀行等であることという要件を満たすことにつき、主務大臣の証明を受けたものをいう。 

（注２）認定特定公益信託とは、特定公益信託のうち、その信託の目的が教育又は科学の振興、文化の

向上、社会福祉への貢献等一定のものであり、その目的に関し相当と認められる業績が持続でき

ることにつき主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から５年を経過していな

いものをいう。 

【イメージ図】 
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２ 調査結果 

 

(1) 公益信託数 

令和元年12月１日現在における公益信託の数は435である。内訳は、国所管が132、都

道府県所管が303となっている。 

主務官庁別の信託数は、都道府県教委所管の公益信託が多いため、文部科学省が279で

全体の約３分の２を占め、厚生労働省の59、国土交通省の30が続いている。 

都道府県所管の公益信託についての都道府県別の数は、東京都が31信託で一番多く、

大阪府、静岡県、兵庫県が続いている。 

 

表１ 主務官庁別信託数 

割合
(％)

割合
(％)

割合
(％)

0 0 0.0 10 10 3.2 10 2.2

1 1 0.7 1 1 0.3 2 0.4

0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0

7 7 5.0 8 8 2.6 15 3.3

2 2 1.4 0 0.0 2 0.4

12 12 8.5 0 0 0.0 12 2.7

0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0

67 67 47.5 9 203 212 68.8 279 62.1

21 0 21 14.9 38 38 12.3 59 13.1

5 5 3.5 3 3 1.0 8 1.8

7 7 5.0 1 1 0.3 8 1.8

7 0 7 5.0 23 23 7.5 30 6.7

12 0 12 8.5 12 12 3.9 24 5.3

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0

141 0 141 100.0 105 203 308 100.0 449 100.0

132 0 132         － 104 203 303         － 435         －

割合(％) 　　　　－ 　　　　－ 30.3 　　　 － 　　　　－ 　　　　－ 69.7 　　　 － 100.0        －

(注１)

(注２)

(注３)

(注４)

(注５)

主務官庁別合計

法 務 省

経 済 産 業 省

国 土 交 通 省

環 境 省

国家公安委員会

金 融 庁

消 費 者 庁

復 興 庁

総 務 省

外 務 省

財 務 省

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

国所管 都道府県所管

所 管 別 合 計

本府省
地方支
分部局

国小計
都道府
県知事

都道府
県教委

都道府
県小計

内 閣 府

防 衛 省

所管別単純合計

｢所管別単純合計｣は、共管重複分を除いていない単純合計（延べ数）。

文部科学省を主務官庁とする場合において、｢都道府県知事｣と｢都道府県教委｣の共管はなかったため、
｢都道府県知事｣と｢都道府県教委｣の合計が｢都道府県小計｣になる。

主務官庁となる内閣府及び各省には、それぞれ外局を含む。内閣府の外局のうち、国務大臣を委員長と
する｢国家公安委員会(警察庁)｣、特命担当大臣を必置とする｢金融庁｣及び｢消費者庁｣を主務官庁の区分
に表示。

｢所管別合計｣は、共管重複分を除く実数。２つの所管官庁が共管する公益信託が13信託あり、国の本府
省の間の共管が９信託、都道府県知事と都道府県教委の共管が４信託となっている。また、都道府県知
事所管のうち、主務官庁を２つとする公益信託が１信託ある。

同一の主務官庁の下での｢国｣と｢都道府県｣の共管はなかったため、｢国小計｣と｢都道府県小計｣の合計が
｢主務官庁別合計｣になる。
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 表２ 都道府県別信託数 

割合(％) 割合(％) 割合(％)
北 海 道 5 3.9 8 3.9 13 4.3
青 森 県 1 1.0 0 0.0 1 0.3
岩 手 県 0 0.0 1 0.5 1 0.3
宮 城 県 3 2.9 7 3.4 10 3.3
秋 田 県 0 0.0 4 2.0 4 1.3
山 形 県 0 0.0 3 1.5 3 1.0
福 島 県 2 1.9 3 1.5 5 1.7
茨 城 県 2 1.9 6 3.0 8 2.6
栃 木 県 0 0.0 5 2.5 5 1.7
群 馬 県 1 1.0 2 1.0 3 1.0
埼 玉 県 10 9.6 3 1.5 13 4.3
千 葉 県 5 4.8 7 3.4 12 4.0
東 京 都 12 11.5 20 9.9 31 10.2
神 奈 川 県 5 4.8 8 3.9 13 4.3
新 潟 県 1 1.0 3 1.5 4 1.3
富 山 県 3 2.9 3 1.5 5 1.7
石 川 県 2 1.9 3 1.5 5 1.7
福 井 県 0 0.0 1 0.5 1 0.3
山 梨 県 1 1.0 1 0.5 2 0.7
長 野 県 2 1.9 6 3.0 8 2.6
岐 阜 県 3 2.9 3 1.5 6 2.0
静 岡 県 4 3.8 15 7.4 19 6.3
愛 知 県 5 4.8 3 1.5 8 2.6
三 重 県 1 1.0 1 0.5 2 0.7
滋 賀 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
京 都 府 1 1.0 9 4.4 10 3.3
大 阪 府 10 9.6 14 6.9 24 7.9
兵 庫 県 4 3.8 13 6.4 17 5.6
奈 良 県 0 0.0 1 0.5 1 0.3
和 歌 山 県 1 1.0 0 0.0 1 0.3
鳥 取 県 0 0.0 1 0.5 1 0.3
島 根 県 2 1.9 0 0.0 2 0.7
岡 山 県 4 3.8 5 2.5 8 2.6
広 島 県 2 1.9 8 3.9 10 3.3
山 口 県 0 0.0 7 3.4 7 2.3
徳 島 県 0 0.0 2 1.0 2 0.7
香 川 県 0 0.0 3 1.5 3 1.0
愛 媛 県 4 3.8 4 2.0 8 2.6
高 知 県 1 1.0 0 0.0 1 0.3
福 岡 県 2 1.9 9 4.4 10 3.3
佐 賀 県 0 0.0 3 1.5 3 1.0
長 崎 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
熊 本 県 2 1.9 3 1.5 5 1.7
大 分 県 0 0.0 1 0.5 1 0.3
宮 崎 県 0 0.0 2 1.0 2 0.7
鹿 児 島 県 1 1.0 1 0.5 2 0.7
沖 縄 県 2 1.9 1 0.5 3 1.0
合 計 104 100.0 203 100.0 303 100.0

都道府県知事 都道府県教委 都道府県合計

(注) ｢都道府県合計｣は、｢都道府県知事｣と｢都道府県教委｣の共管重複分を除く実数。  
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(2) 許可年代・信託期間 

公益信託の許可は1977年度（昭和52年度）が最初であるが、352信託（80.9％）は1999

年度（平成11年度）以前に許可されたものとなっている。 

また、信託期間（信託行為で決められた公益信託が存続する期間で、当該期間の経過

により当該公益信託は終了する）を設定することもできるが、信託期間が設定されてい

る公益信託は２信託であった（国所管、都道府県知事所管でそれぞれ１信託ずつ）。 

 

表３ 許可年代別信託数 

信託数
1977年度～
1979年度

1980年度～
1989年度

1990年度～
1999年度

2000年度～
2009年度

2010年度～
2019年度

132 8 50 50 13 11

303 13 110 121 41 18

104 0 22 53 22 7

203 13 89 69 21 11

435 21 160 171 54 29

100.0 4.8 36.8 39.3 12.4 6.7

(注) 共管重複分を除く実数。

合 計

割合(％)

許可年代

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

 

 

 

(3) 信託目的 

一つの公益信託において複数の信託目的を有することができるため、公益信託数が

435のところ、信託目的の合計数は485となっている。 

最も多い信託目的は「奨学金支給」であり、全体の約３分の１を占めている。所管別

では、国所管は「自然科学研究助成」、都道府県知事所管は「社会福祉」、都道府県教委

所管は「奨学金支給」がそれぞれ最も多くなっている。 

 

表４ 信託目的数 

奨学金
支給

自然科
学研究
助成

人文科
学研究
助成

教育振
興

社会福
祉

芸術・
文化振
興

文化財
の保存
活用

動植物
の保護
繁殖

自然環
境の保
全

緑化推
進

都市環
境の整
備・保
全

国際協
力・国
際交流
促進

その他

19 47 12 5 9 12 0 1 6 1 2 24 7 145

134 19 1 55 34 22 4 0 16 1 24 13 17 340

8 6 0 6 31 9 2 0 16 1 24 1 13 117

127 13 1 50 4 14 2 0 1 0 0 12 4 228

153 66 13 60 43 34 4 1 22 2 26 37 24 485

31.5 13.6 2.7 12.4 8.9 7.0 0.8 0.2 4.5 0.4 5.4 7.6 4.9 100.0

35.2 15.2 3.0 13.8 9.9 7.8 0.9 0.2 5.1 0.5 6.0 8.5 5.5 111.5

共管重複分を除く実数。

｢所管別合計｣及び｢信託目的別合計｣は、複数の信託目的を有する公益信託があるため、信託数とは一致しない。

(注１)

(注２)

所 管 別
合 計

信託数 (435)に
対する比率(％)

信託目的

割合(％)

都 道 府 県 知 事

都 道 府 県 教 委

国 所 管

都 道 府 県 所 管

信 託 目 的 別 合 計
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(4) 委託者の属性 

公益信託の委託者は、個人が約半数を占めており、任意団体、営利法人が続いている。 

 

表５ 委託者の属性別信託数 

個 人 営利法人 非 営 利
法 人

協同組織 土地区画
整理組合

その他の
法 人

任意団体 地方公共
団 体

（株式会
社、有限
会社等）

（一般社
団法人、
一般財団
法人、公
益社団法
人、公益
財 団 法
人）

（信用金
庫、信用
組合、農
業協同組
合、生活
協同組合
等）

（医療法
人、宗教
法人、Ｎ
ＰＯ法人
等）

132 71 25 7 1 0 1 23 0 4

303 157 40 15 9 7 1 50 20 4

104 34 22 5 5 7 0 13 18 0

203 124 18 10 5 0 1 39 2 4

435 228 65 22 10 7 2 73 20 8

100.0 52.4 14.9 5.1 2.3 1.6 0.5 16.8 4.6 1.8

共管重複分を除く実数。

同じ属性の複数の委託者による公益信託の場合、当該属性の委託者による公益信託として整理。

(注１)

(注２)

委託者の属性

割合(％)

合 計

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

信託数

左に記載
の異なる
２つ以上
の属性の
委託者の
組合せに
よるもの

 

 

 

(5) 受託者の属性・所在地・報酬 

公益信託の受託者は、信託銀行等及び地方銀行等で大半の425信託（97.7％）を占めて

いる。また、所在地は、東京都が361信託で一番多く、静岡県の14信託が続いている。 

 

表６ 受託者の属性別信託数 

 

信 託 銀 行 等 地 方 銀 行 等 共 同 募 金 会 そ の 他

（信託銀行、
都市銀行）

（地方銀行、
信 金 中 央 金
庫）

（中央共同募
金会、都道府
県 共 同 募 金
会）

132 129 1 1 1 0

303 267 28 5 0 3

104 86 13 5 0 0

203 185 15 0 0 3

435 396 29 6 1 3

100.0 91.0 6.7 1.4 0.2 0.7

共管重複分を除く実数。

同じ属性の受託者による共同受託の場合、当該属性の受託者による公益信託として整理。

(注１)

(注２)

合 計

割合(％)

受託者の属性

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

信託数

左に記載の異
なる２つ以上
の属性の受託
者の組合せに
よる共同受託
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表７ 受託者の所在地別信託数 

割合(％) 割合(％) 割合(％)
北 海 道 0 0.0 4 1.3 4 0.9
青 森 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
岩 手 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
宮 城 県 1 0.8 2 0.7 3 0.7
秋 田 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
山 形 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
福 島 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
茨 城 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
栃 木 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
群 馬 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
埼 玉 県 0 0.0 3 1.0 3 0.7
千 葉 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
東 京 都 124 93.9 237 78.2 361 83.0
神 奈 川 県 1 0.8 0 0.0 1 0.2
新 潟 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
富 山 県 0 0.0 3 1.0 3 0.7
石 川 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
福 井 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
山 梨 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
長 野 県 1 0.8 5 1.7 6 1.4
岐 阜 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
静 岡 県 0 0.0 14 4.6 14 3.2
愛 知 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
三 重 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
滋 賀 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
京 都 府 1 0.8 0 0.0 1 0.2
大 阪 府 2 1.5 6 2.0 8 1.8
兵 庫 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
奈 良 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
和 歌 山 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
鳥 取 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
島 根 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
岡 山 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
広 島 県 1 0.8 3 1.0 4 0.9
山 口 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
徳 島 県 0 0.0 2 0.7 2 0.5
香 川 県 0 0.0 1 0.3 1 0.2
愛 媛 県 0 0.0 6 2.0 6 1.4
高 知 県 0 0.0 1 0.3 1 0.2
福 岡 県 1 0.8 2 0.7 3 0.7
佐 賀 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
長 崎 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
熊 本 県 0 0.0 1 0.3 1 0.2
大 分 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
宮 崎 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
鹿 児 島 県 0 0.0 1 0.3 1 0.2
沖 縄 県 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合 計 132 100.0 303 100.0 435 100.0

(注２) 共同受託の場合は、主たる受託者の所在地を基に整理。

国所管 都道府県所管 合計

(注１) 都道府県所管は、都道府県知事と都道府県教委の共管重複分を除く実数。
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許可審査基準においては、受託者への報酬額は信託事務の処理に要する人件費その他

必要な費用を超えないものであることとされているところ、無報酬の公益信託が15信託

（3.4％）、報酬のある公益信託が420信託（96.6％）となっている。 

報酬額（年間）でみると、314信託（72.2％）で50万円未満（無報酬を含む。）となっ

ている。 

報酬率（信託財産に対する年間報酬の比率）でみると、393信託（90.3％）で１％未満

（無報酬を含む。）となっている。 

 

表８ 受託者の報酬額別信託数 

10 万 円 未 満
10 万 円 以 上
50 万 円 未 満

50 万 円 以 上
100万円未満

100万円以上

132 8 25 51 16 32

303 7 94 129 26 47

104 7 15 47 8 27

203 0 80 83 19 21

435 15 119 180 42 79

100.0 3.4 27.4 41.4 9.7 18.2

(注) 共管重複分を除く実数。

報酬あり

受託者の報酬の有無及び年間報酬の金額

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

合 計

割合(％)

信託数 報酬なし

都道府県教委

 
 

 表９ 受託者の報酬率別信託数 

0.5 ％ 未 満
0.5 ％ 以 上
１ ％ 未 満

１ ％ 以 上
５ ％ 未 満

５ ％ 以 上

132 8 34 77 11 2

303 7 58 209 25 4

104 7 28 56 9 4

203 0 30 157 16 0

435 15 92 286 36 6

100.0 3.4 21.1 65.7 8.3 1.4

(注) 共管重複分を除く実数。

国 所 管

受託者の報酬の有無及び信託財産に対する年間報酬の比率

信託数 報酬なし
報酬あり

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

合 計

割合(％)
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(6) 信託管理人と委託者・受託者との関係 

許可審査基準においては、信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の

関係を有する者でないこととされているところ、信託管理人と委託者との間に特別の関

係を有する公益信託は９信託、信託管理人と受託者との間に特別の関係を有する公益信

託は２信託であり、ほとんどの公益信託で信託管理人と委託者又は受託者との間に特別

の関係はなかった。 

 

表10 信託管理人と委託者との関係別信託数 

信託数 特別の関係なし 親　　　族 使　用　人
そ の 他 の
特 別 の 関 係

132 129 1 0 2

303 297 1 2 3

104 101 0 1 2

203 199 1 1 2

435 426 2 2 5

100.0 97.9 0.5 0.5 1.1

共管重複分を除く実数。

「親族」とは、配偶者、３親等内の血族及び３親等内の姻族。

「その他の特別の関係」とは、「親族」又は「使用人」以外であっても、これらと同
様に「特別の関係」と評価し得る関係にある者（事実上婚姻関係にある者等）。

(注３)

(注１)

信託管理人と委託者との関係

国 所 管

都 道 府 県 所 管

(注２)

都道府県知事

都道府県教委

合 計

割合(％)

 

 

表11 信託管理人と受託者との関係別信託数 

信託数 特別の関係なし 親　　　族 使　用　人
そ の 他 の
特 別 の 関 係

132 131 0 0 1

303 302 0 0 1

104 103 0 0 1

203 203 0 0 0

435 433 0 0 2

100.0 99.5 0.0 0.0 0.5

共管重複分を除く実数。

「親族」とは、配偶者、３親等内の血族及び３親等内の姻族。

都道府県教委

(注３) 「その他の特別の関係」とは、「親族」又は「使用人」以外であっても、これらと同
様に「特別の関係」と評価し得る関係にある者（事実上婚姻関係にある者等）。

信託管理人と受託者との関係

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

合 計

割合(％)

(注１)

(注２)
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(7) 運営委員会等の有無・構成員の状況 

許可審査基準においては、適正な運営を確保するため、運営委員会等を設置していな

ければならないとされているところ、運営委員会等が設置されていない公益信託は５信

託であり、ほとんどの公益信託で運営委員会等が設置されていた。 

また、許可審査基準においては、運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態

からみて多すぎないこととし、特別の理由がある場合を除き５人から10人程度であるこ

ととされているところ、408信託（93.8％）においてこの範囲に収まっている。 

さらに、許可審査基準においては、運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占

められていないこととされているところ、同一親族の構成員がいる公益信託は11信託あ

ったが、その人数は２人であり、３人以上の公益信託はなかった。 

 

表12 運営委員会等の構成員の人数別信託数 

信託数 ４人以下 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 10人 11人以上

132 3 39 39 28 6 6 4 2 5

303 10 118 76 47 18 19 8 7 0

104 1 36 26 17 4 12 5 3 0

203 9 84 50 32 14 7 3 4 0

435 13 157 115 75 24 25 12 9 5

100.0 3.0 36.1 26.4 17.2 5.5 5.7 2.8 2.1 1.1

(注) 共管重複分を除く実数。

運営委員
会等の制
度 な し

都道府県知事

都道府県教委

合 計

割合(％)

国 所 管

都 道 府 県 所 管

運営委員会等の構成員の人数

 

 

表13 運営委員会等の構成員のうち同一親族の人数別信託数 

信託数 親族なし ２人 ３人以上

127 123 4 0

303 296 7 0

104 103 1 0

203 197 6 0

430 419 11 0

100.0 97.4 2.6 0.0

共管重複分を除く実数。

運営委員会等の制度を有しない５つの公益信託を除く。(注３)

都道府県教委

運営委員会等の構成員のうち同一親族の人数

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

合 計

割合(％)

(注１)

(注２) 「親族」とは、配偶者、３親等内の血族及び３親等内の姻族並びに
これらと特別な関係にある者（事実上婚姻関係にある者等）。
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(8) 書類提出等の状況 

主務官庁は、受託者に対して事業計画書等及び事業状況報告書等の提出を求めていと

ころ、ほとんどの公益信託からこれら書類が提出されている。 

受託者は、毎年１回信託事務及び財産の状況の公告を行うこととされているところ、

平成30年度に公告を行った公益信託は405信託となっている。 

主務官庁は、公益信託事務の処理について検査を行うことができるとされているが、

平成26年度から平成30年度までの５年間に検査が行われた公益信託は41信託となって

いる。 

 

表14 書類提出等の状況別信託数 

信託数
令和元年度
事業計画書

令和元年度
収支予算書

平成30年度
事 業 状 況
報 告 書

平成30年度
収支決算書

平成30年度
末財産目録

132 127 127 130 130 130 126 1

303 302 301 303 302 302 279 40

104 103 102 104 103 103 95 15

203 203 203 203 203 203 188 25

435 429 428 433 432 432 405 41

－ 98.6 98.4 99.8 99.5 99.5 93.3 9.4

共管重複分を除く実数。(注１)

(注２) 「書類を提出」の「令和元年度事業計画書」及び「令和元年度収支予算書」以外の部分については、令
和元年度に許可された国所管の１信託を除く（国所管の信託数が131、合計の信託数が434になる）。

比率(％)

書類を提出 平成26年度
から平成30
年度の間に
検査を実施

合 計

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

平成30年度
に信託事務
及び財産の
状況を公告

 

 

(9) 信託財産の状況 

許可審査基準においては、目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確固

とした財産的基礎を有していなければならないとされているところ、平成30年度末時点

における信託財産の合計金額は589.8億円、平均金額は1.4億円となっている。 

規模別に見ると、１億円未満の公益信託は325信託（74.9％）、１億円以上の公益信託

は109信託（25.1％）となっている。 

 

表15 信託財産規模別信託数 

信託数 １千万円未満
１千万円以上
５千万円未満

５千万円以上
１ 億 円 未 満

１ 億 円 以 上
５ 億 円 未 満

５ 億 円 以 上

131 15 44 27 37 8 22,451,871 171,388

303 60 115 64 51 13 36,523,770 120,540

104 13 32 26 23 10 18,520,304 178,080

203 48 83 39 30 3 18,549,579 91,377

434 75 159 91 88 21 58,975,641 135,889

100.0 17.3 36.6 21.0 20.3 4.8 － －

共管重複分を除く実数。

令和元年度に許可された国所管の１信託を除く。(注２)

都道府県知事

都道府県教委

合 計

割合(％)

(注１)

都 道 府 県 所 管

信託財産の規模 信託財産
合計金額
（千円）

信託財産
平均金額
（千円）

国 所 管
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 (10)収支状況 

平成30年度における年間収入・年間支出の合計金額は61.3億円となっている。 

収入については、低金利の影響を受け、信託財産の運用益は1.7億円と少なく、その他

の収入（信託財産の元本の取崩しによる収入を含む。）が38.7億円と約３分の２を占めて

いる。 

支出については、授益行為（助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給又は物品の配

付のような資金又は物品の給付）のために29.2億円が支出されたほか、信託財産繰入金

（信託財産の元本への繰入れ）が20.0億円、信託報酬を含む管理費が4.3億円となってい

る。 

 

表16 年間収入の状況 

信託数 運用益
寄付金等

収入
追加信託

その他の
収入

131 60,492 394,695 508,091 1,771,266 2,734,543 20,874

303 106,198 330,735 869,000 2,094,297 3,400,226 11,222

104 66,817 9,094 822,772 1,119,167 2,017,847 19,402

203 41,226 321,641 53,228 1,016,074 1,432,169 7,055

434 166,690 725,430 1,377,091 3,865,563 6,134,769 14,135

－ 2.7 11.8 22.4 63.0 100.0 －

共管重複分を除く実数。

令和元年度に許可された国所管の１信託を除く。

｢その他の収入｣には、信託財産の元本の取崩しによる収入も含む。(注３)

(注１)

(注２)

項目別年間収入金額（千円） 年間収入
合計金額
（千円）

年間収入
平均金額
（千円）

割合(％)

合 計

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委

 

 

表17 年間支出の状況 

信託数
授益行為

支出
管理費

信託財産
繰入金

その他の
支出

131 1,428,413 205,031 637,805 463,295 2,734,543 20,874

303 1,496,267 227,532 1,357,666 318,754 3,400,226 11,222

104 813,278 118,091 986,438 100,037 2,017,847 19,402

203 719,142 114,933 379,082 219,007 1,432,169 7,055

434 2,924,680 432,563 1,995,471 782,049 6,134,769 14,135

－ 47.7 7.1 32.5 12.7 100.0 －

共管重複分を除く実数。

令和元年度に許可された国所管の１信託を除く。

(注１)

(注２)

割合(％)

項目別年間支出金額（千円） 年間支出
合計金額
（千円）

年間支出
平均金額
（千円）

合 計

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

都道府県教委
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(11)授益行為の状況 

平成30年度における授益行為（助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給又は物品の

配付のような資金又は物品の給付）の合計件数は6320件、合計金額は29.2億円となって

おり、授益行為１件当たりの平均は46.3万円になる。 

また、令和元年12月１日時点で設定されていた公益信託についてのそれぞれの信託開

始から平成30年度までの累計の授益行為の合計件数は14万3642件、合計金額は623.9億

円となっており、授益行為１件当たりの平均は43.4万円になる。 

対象別に見ると、平成30年度の単年度でも信託開始からの累計でも、個人向けが件数

で約３分の２、金額で約５割を占めている。また、平成30年度における授益行為１件当

たりの平均は、個人向けが34.5万円、任意団体向けが58.1万円、法人向けが83.7万円に

なる。 

 

表18 授益行為の状況（平成30年度） 

件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

131 1,518 733,649 246 217,032 253 477,732 2,017 1,428,413

303 2,548 670,165 1,181 611,504 574 214,598 4,303 1,496,267

104 588 108,827 819 543,626 356 160,825 1,763 813,278

203 1,981 565,198 389 78,101 252 75,843 2,622 719,142

434 4,066 1,403,814 1,427 828,536 827 692,330 6,320 2,924,680

64.3 － 22.6 － 13.1 － 100.0 －

－ 48.0 － 28.3 － 23.7 － 100.0

共管重複分を除く実数。

令和元年度に許可された国所管の１信託を除く。

都 道 府 県 所 管

合 計

(注１)

(注２)

金額

個　　人

件数

授益行為の対象別件数・金額

信託数

国 所 管

任意団体 法　　人 合　　計

都道府県知事

都道府県教委

割合(％)

 
 

表19 授益行為の状況（累計） 

件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

131 27,317 19,971,575 6,180 5,576,595 4,446 5,555,562 37,943 31,103,732

303 67,910 11,334,693 26,770 11,950,088 11,019 7,999,108 105,699 31,283,889

104 16,654 1,507,567 17,997 10,386,105 6,338 7,169,007 40,989 19,062,679

203 52,766 9,995,126 9,468 1,826,367 5,146 1,115,155 67,380 12,936,648

434 95,227 31,306,268 32,950 17,526,683 15,465 13,554,670 143,642 62,387,621

66.3 － 22.9 － 10.8 － 100.0 －

－ 50.2 － 28.1 － 21.7 － 100.0

共管重複分を除く実数。

令和元年度に許可された国所管の１信託を除く。

授益行為の対象別件数・金額

信託数
個　　人 任意団体 法　　人 合　　計

都道府県教委

割合(％)

(注１)

(注２)

国 所 管

都 道 府 県 所 管

合 計

件数

金額

都道府県知事
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(12)税法上の取扱い 

特定公益信託又は認定特定公益信託となっている公益信託が、130信託（29.9％）とな

っている。 

 

表20 税法上の取扱い別信託数 

信託数 一般の公益信託 特定公益信託 認定特定公益信託

132 80 34 18

303 225 64 14

104 73 27 4

203 155 38 10

435 305 98 32

100.0 70.1 22.5 7.4

共管重複分を除く実数。

都道府県教委

税法上の取扱い

国 所 管

都 道 府 県 所 管

都道府県知事

(注１)

(注２) ｢一般の公益信託｣とは、特定公益信託及び認定特定公益信託のどちらでもな
いもの。

合 計

割合(％)
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〔参考１〕 

 

公益信託の引受け許可審査基準等について 

 

 

                       平 成 ６ 年 ９ 月 １ ３ 日 

                       公益法人等指導監督連絡会議決定 

 

 公益信託の引受け許可審査の基準は、少なくとも次の各項の趣旨に添うものとする。

なお、信託行為の変更についても、次の各項の趣旨に反することとなるような場合は、

これを認可しない。 

 

１ 目的 

公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的と

するものでなければならない。従って、次のようなものは、引受けを許可しない。 

ア 委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、

意見交換等を主たる目的とするもの。 

イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主

たる目的とするもの。 

ウ 特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの。 

 

２ 授益行為 

公益信託の授益行為は、次の事項のすべてに適合していなければならない。 

ア 当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。 

イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若し

くは物品の配付のような資金又は物品の給付であること。 

ウ 授益行為が信託行為上具体的に明確にされていること。 

エ 営利事業として行うことが適当と認められる性格及び内容のものでないこと。 

 

３ 名称 

公益信託の名称は、その目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでな

ければならない。従って、次のような名称は適当でない。 

ア 国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称 

イ 既存の法人又は公益信託と誤認させるおそれのある名称 

ウ 当該公益信託の授益行為の範囲とかけはなれた名称 

 

４ 信託財産 

公益信託は、その目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確固とした

財産的基礎を有していなければならない。従って、少なくとも次の事項に適合してい

なければならない。 
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ア 引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要

な授益行為が遂行できる見込みであること。ただし、信託財産の取崩しを内容とす

る公益信託にあっては、信託財産により、その目的の達成に必要な授益行為が存続

期間を通して遂行できる見込みであること。 

イ 価値の不安定な財産、客観的な評価が困難な財産又は過大な負担付財産が、上記

「ア」の財産の中の相当部分を占めていないこと。 

 

５ 信託報酬 

公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為に明確に定めるもの

とし、その額は信託事務の処理に要する人件費その他必要な費用を超えないものであ

ること。 

 

６ 機関 

(1) 公益信託は、その適正な運営を確保するため、信託管理人を置き、及び運営委員

会等を設置していなければならない。 

(2) 公益信託の受託者、信託管理人及び運営委員会等の機関は、当該公益信託の健全

かつ継続的な運営を可能とするようなものでなければならない。従って、各機関に

ついては、その事務の内容が信託行為上明確にされているとともに、少なくとも次

の事項に適合していなければならない。 

ア 受託者 

  受託者は、適切な管理運営をなし得る能力を有するもので、社会的な信用を有

し、かつ、知識及び経験が豊富であること。 

イ 信託管理人 

① 信託管理人は、当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識、経

験及び信用を有するものであること。 

② 信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の関係を有する者で

ないこと。 

③ 信託管理人は、原則として、個人であること。 

ウ 運営委員会等 

① 運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこと

とし、特別の理由がある場合を除き５人から１０人程度であること。 

② 運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的たる授益行為について深い学

識経験を有する個人であること。 

③ 運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占められていないこと等適正

な運営が行われるような構成であること。 

④ 運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるよう会議の成立要

件及び議決要件が定められていること。 

⑤ 構成員の任期は、あまり長期でないこと。 
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〔参考２〕 

 

都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属す

る事務を処理するに当たりよるべき基準を定める件（平成十二年総理府・外務省・大蔵

省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省・自治省告示

第一号）(抄) 

 

 民法（明治二十九年法律第八十九号）第八十三条ノ三第三項及び信託法（大正十一年

法律第六十二号）第七十五条第二項の規定に基づき、都道府県の知事その他の執行機関

が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべ

き基準を次のように定め、平成十二年四月一日から施行することとしたので、告示する。 

 

第一 都道府県の知事その他の執行機関（以下「都道府県知事等」という。）が公益法

人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務等を処理するに当たっては、次の

各号に掲げる閣議決定等によるものとする。なお、第一号に掲げる「公益法人会計基

準（改正）について」中「主務官庁」とあるのは「都道府県の知事その他の執行機関」

と、第二号に掲げる「休眠法人の整理に関する統一的基準」中「主務官庁」及び「各

府省大臣」とあるのは「都道府県の知事その他の執行機関」と読み替えるものとする。 

一～五 （略：公益法人関係） 

六 公益信託の引受け許可審査基準等について（平成六年九月十三日公益法人等指導

監督連絡会議決定） 


